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企企業業ににおおいいてて広広ままるる国国別別地地域域別別納納税税額額のの自自主主的的開開示示
～～EEUUににおおけけるる国国別別報報告告書書のの開開示示をを踏踏ままええてて～～

は
じ
め
に

2
0
2
1
年
12
月
21
日
に
Ｃ

ｂ
Ｃ
Ｒ
ⅰ
の
開
示
に
関
す
る
Ｅ

Ｕ
指
令
が
正
式
に
発
効
さ
れ

た
。
日
本
企
業
に
つ
い
て
も
Ｅ

Ｕ
に
一
定
規
模
の
拠
点
を
有
す

る
場
合
、
2
0
2
4
年
6
月
22

日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度

に
つ
い
て
、
全
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
、

並
び
に
Ｅ
Ｕ
の
指
定
す
る
ブ
ラ

ッ
ク
リ
ス
ト
及
び
グ
レ
ー
リ
ス

ト
ⅱ
の
国
又
は
地
域
に
関
し

て
、
Ｃ
ｂ
Ｃ
Ｒ
を
開
示
す
る
義

務
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
Ｅ
Ｕ

指
令
に
お
い
て
は
、
早
期
適
用

も
認
め
ら
れ
て
お
り
、
ル
ー
マ

ニ
ア
に
お
い
て
は
2
0
2
3
年

1
月
1
日
以
降
に
開
始
す
る
事

業
年
度
か
ら
の
適
用
が
法
制
化

さ
れ
た
ⅲ
。
日
本
企
業
が
事
業

活
動
を
行
う
諸
国
に
お
い
て
、

Ｃ
ｂ
Ｃ
Ｒ
の
開
示
義
務
化
に
つ

い
て
の
動
向
を
注
視
す
る
必
要

が
あ
る
所
以
で
あ
る
ⅳ
。

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
の
観
点

か
ら
の
税
情
報
の
開
示
要
請
へ

の
対
応
は
、
今
ま
で
は
自
主
的

な
開
示
の
域
だ
っ
た
と
こ
ろ
、

今
回
の
Ｅ
Ｕ
指
令
に
よ
り
、
日

本
企
業
に
お
い
て
も
一
定
の
要

件
を
満
た
す
と
、
国
別
報
告
の

開
示
義
務
を
負
う
こ
と
に
な

る
。

1
�EU

P
ublic

C
bC
R

の
制
度
内
容

当
該
Ｅ
Ｕ
指
令
の
内
容
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

⑴

対
象
者

①

Ｅ
Ｕ
に
本
拠
（
本
社
）

を
置
き
、
複
数
の
国
・
地
域
で

活
動
し
、
か
つ
直
近
の
2
事
業

年
度
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
7
億

5
0
0
0
万
ユ
ー
ロ
を
上
回
る

連
結
合
計
（
全
世
界
）
売
上
高

を
計
上
し
て
い
る
多
国
籍
企
業

②

Ｅ
Ｕ
域
外
に
本
拠
を
置

き
、（
Ⅰ
）
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
「
中

規
模
」
若
し
く
は
「
大
規
模
」

子
会
社
を
保
有
、
又
は
（
Ⅱ
）

Ｅ
Ｕ
加
盟
国
内
に
支
店
を
保
有

し
、
直
近
の
2
事
業
年
度
そ
れ

ぞ
れ
に
お
い
て
7
億
5
0
0
0

万
ユ
ー
ロ
を
上
回
る
連
結
合
計

（
全
世
界
）
売
上
高
を
計
上
し

て
い
る
多
国
籍
企
業

▼

中
規
模
法
人
：
以
下
の
う

ち
2
つ
以
上
満
た
す
法
人

＊

総
資
産
：
4
0
0
万
ユ
ー

ロ
超
（
加
盟
国
は
6
0
0
万
ユ

ー
ロ
ま
で
変
更
可
）

＊

純
売
上
：
8
0
0
万
ユ
ー

ロ
超
（
加
盟
国
は
1
2
0
0
万

ユ
ー
ロ
ま
で
変
更
可
）

＊

平
均
従
業
員
数
：
50
人
超

▼

大
規
模
法
人
：
以
下
の
う

ち
2
つ
以
上
満
た
す
法
人

＊

総
資
産
：
2
0
0
0
万
ユ

ー
ロ
超

＊

純
売
上
：
4
0
0
0
万
ユ

ー
ロ
超

＊

平
均
従
業
員
数
：
2
5
0

人
超な

お
、
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
設
立

さ
れ
た
金
融
機
関
は
、
既
に
指

令
2
0
1
3
／
36
／
Ｅ
Ｕ
に
基

づ
き
国
別
報
告
書
（
Ｃ
ｂ
Ｃ

Ｒ
）
の
公
表
を
義
務
付
け
ら
れ

て
い
る
た
め
、
本
開
示
は
免
除

さ
れ
る
。

⑵

開
示
内
容

①

最
終
親
会
社
の
名
称
、

事
業
年
度
及
び
使
用
通
貨

②

事
業
活
動

③

従
業
員
数

④

収
入
金
額

⑤

税
引
前
利
益

⑥

発
生
税
額

⑦

納
付
税
額

⑧

利
益
剰
余
金

⑶

開
示
場
所

国
別
報
告
書
（
Ｃ
ｂ
Ｃ
Ｒ
）

は
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
公
簿
及
び

自
社
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
い

て
、
閲
覧
に
供
す
る
必
要
が
あ

る
。
な
お
、
Ｅ
Ｕ
域
内
の
第
三

者
が
国
別
報
告
書
（
Ｃ
ｂ
Ｃ

Ｒ
）
を
公
簿
で
無
償
閲
覧
で
き

る
場
合
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
は
企
業

の
自
社
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
け

る
開
示
を
免
除
す
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
。

⑷

開
示
時
期

対
象
年
度
終
了
後
、
12
か
月

以
内
に
開
示
し
、
5
年
間
に
わ

た
り
閲
覧
に
供
す
る
必
要
が
あ

る
。

⑸

任
意
延
期

具
体
的
な
情
報
項
目
の
開
示

に
よ
っ
て
、
当
該
グ
ル
ー
プ
の

営
業
上
の
立
場
が
著
し
く
損
な

わ
れ
る
場
合
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国

は
、
当
該
項
目
の
省
略
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

省
略
さ
れ
た
項
目
は
、
当
該
省

略
日
か
ら
5
年
以
内
に
、
後
続

年
度
の
国
別
報
告
書
（
Ｃ
ｂ
Ｃ

Ｒ
）
に
お
い
て
開
示
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
方
で
、
Ｅ
Ｕ
の
指
定
す
る

ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
及
び
グ
レ
ー

リ
ス
ト
に
掲
載
さ
れ
た
国
又
は

地
域
に
関
す
る
情
報
は
、
い
か

な
る
場
合
に
お
い
て
も
省
略
は

で
き
な
い
。

⑹

罰
則

い
ず
れ
か
の
義
務
を
履
行
し

な
か
っ
た
場
合
に
は
、
罰
則
が

科
せ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

Ｅ
Ｕ
加
盟
国
は
、
国
内
法
に

基
づ
い
て
科
さ
れ
る
罰
則
の
種

類
・
金
額
を
決
定
で
き
る
た

め
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
間
で
罰
則
が

統
一
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ

る
。

⑺

監
査
要
件

監
査
済
財
務
諸
表
の
作
成
を

義
務
付
け
ら
れ
た
（
Ｅ
Ｕ
に
本

拠
を
置
く
）
事
業
者
の
法
定
監

査
人
は
、
当
該
事
業
者
が
国
別

報
告
書
（
Ｃ
ｂ
Ｃ
Ｒ
）
の
作
成

義
務
を
負
っ
て
い
た
か
ど
う

か
、
及
び
負
っ
て
い
た
場
合
に

は
開
示
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
監

査
報
告
書
に
記
載
す
る
必
要
が

あ
る
。
た
だ
し
、
監
査
で
は
国

別
報
告
書
（
Ｃ
ｂ
Ｃ
Ｒ
）
が
開

示
さ
れ
た
旨
の
事
実
確
認
の
み

を
実
施
す
れ
ば
よ
く
、
内
容
の

確
認
ま
で
は
必
要
と
さ
れ
な

い
。

⑻

開
示
義
務
免
除
（
代
表
制

度
）日

本
に
本
社
が
所
在
す
る
グ

ル
ー
プ
企
業
が
、
Ｅ
Ｕ
に
複
数

の
子
会
社
を
有
す
る
場
合
、
開

示
情
報
に
加
え
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国

に
所
在
し
、
Ｐ
ｕ
ｂ
ｌ
ｉ
ｃ

Ｃ
ｂ
Ｃ
Ｒ
を
公
簿
で
開
示
し
た

子
会
社
一
社
の
名
称
及
び
住
所

を
最
終
親
会
社
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
に
掲
載
す
れ
ば
、
当
該
子
会

社
一
社
を
除
き
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国

に
所
在
す
る
子
会
社
は
開
示
す

る
必
要
は
な
い
。

2
�
開
示
義
務
の
例

1
�
を
踏
ま
え
て
、
日
本
最

終
親
会
社
に
係
る
開
示
義
務
に

つ
い
て
、
例
を
示
せ
ば
上
の
図

の
と
お
り
で
あ
る
。

3
�
税
情
報
開
示
に
関
す
る
国
際
的
な
潮
流
と
日

系
企
業
の
対
応

上
述
の
Ｅ
Ｕ
指
令
以
外
で
、

企
業
の
税
情
報
の
開
示
に
関
す

る
国
際
的
な
潮
流
と
そ
れ
に
対

す
る
日
系
企
業
の
対
応
は
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

⑴

近
年
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

／
Ｅ
Ｓ
Ｇ
の
観
点
か
ら
自
主
的

な
税
情
報
の
開
示
が
求
め
ら

れ
、
開
示
状
況
に
応
じ
て
企
業

の
Ｅ
Ｓ
Ｇ
格
付
け
に
影
響
が
あ

る
。Ｅ

Ｓ
Ｇ
評
価
の
向
上
を
意
識

し
、
大
手
日
系
企
業
の
約
4
割

超
が
Ｇ
Ｒ
Ｉ
ⅴ
の
イ
ン
デ
ッ
ク

ス
に
基
づ
い
た
税
務
ポ
リ
シ
ー

や
納
税
額
を
自
主
的
に
開
示
し

て
い
る
ⅵ
。

⑵

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
2
・
0
／
第
2

の
柱
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム

課
税
導
入
に
よ
り
、
2
0
2
4

年
4
月
1
日
以
降
に
開
始
す
る

事
業
年
度
か
ら
各
国
の
税
額
情

報
等
を
収
集
し
て
報
告
・
納
税

が
必
要
と
な
る
ⅶ
。
多
く
の
日

系
企
業
に
お
い
て
も
、
グ
ロ
ー

バ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
課
税
に
係
る

報
告
・
納
税
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｓ

Ｇ
関
連
の
税
情
報
開
示
と
整
合

を
と
る
必
要
が
あ
る
等
の
た

め
、
情
報
収
集
・
計
算
プ
ロ
セ

ス
に
つ
い
て
検
討
を
開
始
し
て

い
る
。

⑶

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
（
国
際
財
務
報

告
基
準
）
は
、
2
0
2
3
年
1

月
1
日
以
降
開
始
事
業
年
度
の

年
次
報
告
書
に
お
い
て
、
グ
ロ

ー
バ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
課
税
ル
ー

ル
導
入
に
伴
う
影
響
額
の
開
示

要
件
を
設
定
し
た
ⅷ
。
多
く
の

日
系
企
業
に
お
い
て
も
、
財
務

開
示
に
つ
い
て
は
、
監
査
人
と

の
事
前
確
認
を
要
す
る
た
め
、

確
認
及
び
集
計
プ
ロ
セ
ス
の
精

緻
化
等
の
検
討
を
開
始
し
て
い

る
。

お
わ
り
に

上
述
の
国
際
的
な
潮
流
を
見

て
も
、
企
業
は
、
今
後
、
ま
す

ま
す
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
対

す
る
説
明
責
任
と
し
て
の
税
情

報
開
示
へ
の
取
組
が
必
要
と
な

っ
て
く
る
。

す
な
わ
ち
、
企
業
の
税
務
部

門
は
、
Ｉ
Ｒ
部
門
等
と
連
携
の

う
え
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
の
観
点
か
ら
、

様
々
な
要
請
へ
の
対
応
を
検
討

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の

際
に
は
、
企
業
の
Ｅ
Ｓ
Ｇ
戦
略

に
基
づ
い
た
税
額
情
報
の
開
示

項
目
の
選
択
と
、
定
性
情
報
と

を
合
わ
せ
た
開
示
内
容
の
検
討

が
必
要
に
な
る
。
ま
た
、
そ
の

検
討
の
前
に
は
、
税
務
ガ
バ
ナ

ン
ス
、
税
務
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
、
税
務
リ
ス
ク
、
海
外
子
会

社
及
び
実
効
税
率
の
管
理
等
の

企
業
の
税
務
戦
略
に
基
づ
い
た

税
務
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
整
備
が

重
要
で
あ
る
。

ⅰ

C
ou
n
try
by
C
ou
n
try

R
eportin

g

（
国
別
報
告
書
）。

2
0
1
5
年
に
出
さ
れ
た
Ｇ
2

0
／
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ

（B
ase

E
rosion

an
d

P
rofit

S
h
iftin
g

）
行
動
13

に
よ
り
作
成
が
提
言
さ
れ
た
3

文
書
の
う
ち
の
一
つ
。
日
本
に

お
い
て
も
2
0
1
6
年
4
月
1

日
以
降
に
開
始
す
る
最
終
親
会

計
年
度
よ
り
適
用
さ
れ
て
い

る
。

ⅱ

ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
：
所
定
の

期
限
ま
で
に
Ｅ
Ｕ
の
基
準
を
満

た
す
こ
と
を
怠
っ
た
国
又
は
地

域
。
グ
レ
ー
リ
ス
ト
：
税
制
改

革
に
取
り
組
む
公
約
を
し
た
国

又
は
地
域
。

ⅲ

ル
ー
マ
ニ
ア
の
制
度
は
、
Ｅ

Ｕ
指
令
に
沿
っ
た
内
容
で
あ

る
。
そ
の
後
、
Ｅ
Ｕ
圏
内
で
は

な
い
も
の
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

も
追
随
し
て
お
り
、
2
0
2
3

年
7
月
1
日
以
降
開
始
事
業
年

度
か
ら
適
用
見
込
み
。

ⅳ

Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
開
示
要
請
等

の
国
際
的
な
潮
流
を
受
け
、
日

本
の
主
要
企
業
の
3
割
超
が
国

別
や
地
域
別
の
納
税
額
を
自
主

的
に
開
示
（
日
経
新
聞
2
0
2

2
年
12
月
4
日
）

ⅴ

GlobalReporting
Initiative

の
略
。
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
に

関
す
る
国
際
基
準
と
情
報
公
開

の
枠
組
を
策
定
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
国
際
的
な
非
営
利
団

体
で
あ
る
。

ⅵ

Ｅ
Ｙ
が
2
0
2
2
年
10
月
に

調
査
を
実
施
（
日
本
企
業
の
売

上
高
上
位
2
0
0
社
の
サ
ス
テ

ナ
ビ
リ
テ
ィ
レ
ポ
ー
ト
（
非
財

務
情
報
開
示
）
に
お
け
るG

R
I

In
dex

（
開
示
状
況
一
覧
表
）

の
掲
載
内
容
）

ⅶ

令
和
5
年
度
税
制
改
正
（
法

人
税
法
82
条
の
4
ほ
か
）

ⅷ

IF
R
S

-
IA
S
B

am
en
ds
tax
accou

n
tin
g

requ
irem

en
ts
to
h
elp

com
pan
ies
respon

d
to

in
tern
ation

al
tax

re-
form

（
2
0
2
3
年
6
月
10
日

閲
覧
）

別所 徹弥〔麹町〕

日
本
税
務
会
計
学
会

令
和
5
年
3
月
月
次
研
究
会
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